
第二次世界大戦終結70年にあたっての声明 
 

 

立命館大学国際平和ミュージアムは、1992 年、紛争の原因を取りのぞき、人間の可能性を豊かに開花さ

せるために大学が果たすべき社会的責任の自覚の上に、「平和と民主主義」の教学理念を体現する社会開放

施設として設立されました。その後、学校法人立命館は2006年に「立命館憲章」を定め、アジア太平洋地

域に位置する学園として、歴史を誠実に見つめ、国際相互理解を通じた多文化共生の学園を確立することを

宣言し、教育・研究機関として世界と日本の平和的・民主的・持続的発展に貢献することを誓いました。そ

して、2010年に開催された「アジア太平洋学長平和フォーラム」は、中国・台湾・韓国・ベトナム・タイ・

インドネシア・アメリカ・カナダ・オーストラリア・日本の11大学の学長の共同声明を発し、立命館憲章

の精神と理念についての認識を共有し、次世代を担う人材教育の面での国際平和ミュージアムの社会的・教

育的意義を確認しました。 

国際平和ミュージアムは、「過去と誠実に向き合う」ことを展示原則として、戦争の被害と加害の両面に

目を配りつつ、常設展の充実や100回近い特別展・ミニ企画展の開催に取り組み、延べ95万人を超える参

観者を迎え入れてきました。また、寄贈・寄託資料を含む4万2千点に及ぶ収蔵資料の登録・保管・調査・

公開に関わる業務を進め、メディア資料室に収蔵する約 4 万 5 千点の平和関連の図書を学内外の利用に供

してきました。 

第一次世界大戦期から100年、第二次世界大戦終結から70年の今年、当ミュージアムは、更なる発展を

めざして「平和研究センター」の設立に向けて努力を傾注しています。私たちは、「理念としての平和の諸

問題」にとどまらず、「現実としての国内外の平和の諸問題」に関する調査・研究を進め、「平和と民主主義」

を教学理念とする大学に相応しい教育・研究機能の発展に努めたいと願っています。また、今年は戦後 70

年平和企画として戦後史研究を踏まえた特別企画展を開催し、戦後史を踏まえつつ現代の諸問題に取り組

む平和博物館としての姿勢を明確に示す方向を打ち出しています。 

ひるがえって日本の安全保障をめぐる国会の動向や、平和博物館における加害展示後退などの状況を見

るとき、私たちは、「平和と民主主義」に関する重大な岐路に立っていることを再認識するとともに、憲法

学や歴史学の学問的成果を蔑にしようとする「権力の横暴」ともいうべき事態に重大な危惧を抱いていま

す。とりわけ、戦後の日本の平和を支えてきた基本的枠組みとも言うべき日本国憲法を改変しようとする性

急な政治動向や、「平和安全法制」の名において他国の軍事紛争に巻き込まれる懸念を増大させ、近隣諸国

との安全保障環境を悪化させかねない危険な状況については、深刻な問題意識を表明せざるを得ません。 

立命館大学国際平和ミュージアムは、国内外の平和博物館と共同して国際ネットワークの発展や共同事

業の実現のために努力してきましたが、戦後70年に当たり、今後とも平和博物館としての展示事業や調査・

研究、平和教育さらには、社会的共同事業の発展のために一層の努力を重ねる所存であることを声明いたし

ます。 
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